
告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
二
号 

 
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
教
育
の

た
め
の
施
設
と
し
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙

田

直

芳 

一 

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称 

 
 

興
学
社
高
等
学
院
新
越
谷
校
（
埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
一
丁
目
十
五
番
一
号
） 

二 

星
槎
国
際
高
等
学
校
と
の
連
携
措
置
に
係
る
科
目
及
び
連
携
措
置
に
係
る
科
目
に
対
応
す
る 

 
 

 

 

高
等
学
校
の
科
目 

簿
記 

ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

ビ
ジ
ネ
ス
基
礎 

連
携
措
置
に
係
る
科
目 

簿
記 

ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

ビ
ジ
ネ
ス
基
礎 

連
携
措
置
に
係
る
科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の

科
目 


